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 ほとんどの看護師のみなさんが、勤務時間の前から

実際に業務を開始しています。これを支部では前超勤

と呼んでいます。今年の36協定交渉では、今までほぼ

１００％ただ働きだった前超勤を申請することで病院

経営本部と合意しました。皆さんの中には「時間前か

ら仕事してるんだから申請して当たりまえ」と思う人

もいれば、「前超勤と言っても30分の人もいれば、1

時間前から働く人もいるし。そんなの全部申請してい

いの？」と思う人もいると思います。支部は全ての組

合員に「前超勤をしたら正確に申請しよう」と呼びか

けますが、「1時間前に来たら本当に1時間申請する

の」という問題を整理したいと思います。 

 結論から言います。1時間前から働き始めたら1時間

超過勤務申請しましょう。「不安だから早く来ている

のに、超勤申請してもいいの」と思う人がいるかもし

れません。不安だから早く来るのではなく、1時間以

上前から来ている人は、実際に様々な業務を行ってい

ることが、病院支部の調査で明らかになっています。

前超勤が30分を超える場合、ほとんどの職員が内服薬

や点滴の準備を行っていました。不安だから早く来る

というのは実態とかけ離れています。さらに労働基準

法では、不安であろうがなかろうが関係ありません。

実際に業務を開始していて、管理職が「業務時間前か

ら働くのは止めてください」と制止しない限り「黙示

の指示（黙っていることが業務命令になる）」となり

ます。つまり黙っていることは、前超勤してください

と命令したことと同じです。この場合、「知らなかっ

た」は通用しません。なぜなら労働時間を把握するこ

とは管理職の義務なのですから。 

＜当面の日程＞ 

7/11(火)12:00～『私たちはあきらめない！共謀罪施行抗議！共謀罪   

       は必ず廃止！安倍内閣退陣！7･11国会議員会館前行動』              

                衆議院第２議員会館前 

7/12(水)18:30～緊急シンポジウム ストップ安倍政治ｰｰ改憲を許さ     

         ない市民集会        中野ZEROホール 

7/13(木)13:00～ 女性部定期大会        都庁職大会議室 

8/7(月)～8/9(水）原水爆禁止世界大会        長崎市 

ずさんな労働時間管理は 
   いのちの問題 

 

年休取得目標15日を達成しよう！ 

 7月になり今年も半年が

経過しました。今年はすで

に6月15日から夏季休暇取

得期間に入っています。 

 ところで、みなさん年休

は何日取れましたか？ 東

京都が掲げた年間15日の

年休取得目標を達成できそ

うですか？  

 労働基準法では、年休取

得は職員が取得したい日を前日までに指定すれ

ば、無条件で与えられるものだとしています。

また、年休取得による不利益扱いは禁止されて

います。 

 夏季休暇取得期間に入ってますが、お疲れ休

みで身体を休めたい、家族や友達とレジャーに

行きたいなど、夏休みと合わせて必要な年休は

気兼ねしないで希望を書くようにしていきま

しょう。  

 身体を休め、リフレッシュすることで日々の

仕事にしっかり取り組めるのではないでしょう

か。年休も夏休みもしっかりとれる職場にして

いきましょう。 

 連載 なぜ「前超勤」を申請するのか 

 

 今回は映画７作品、展示会等を４作品、合計１１作品

を特別価格で、組合員とその家族を対象に斡旋いたしま

す。（詳細は別チラシをご覧ください） 

1 利用対象者 …… 病院支部組合員とその家族 

2 斡旋価格 …… 定価の300円引き 

３ 申し込み方法 …… 分会役員へチケット代と一緒に  

  申し込んで下さい 

４ 申し込み締切 …… 2017年９月５日(火) 

５ 問い合わせ先 …… 病院支部書記局 

TEL 03-3349-1711 

映画等チケットサービスのお知らせ 


